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第１章 計画策定の目的と役割                        

（１）計画策定の背景と目的 

近年、少子高齢化の影響から全国的に人口減少や既存住宅等の老朽化、ライフスタイルの多様化

等に伴い、居住その他の利用がなされず、放置されたままの建物（空き家）や、これに附属する工

作物及びその敷地に定着する立木等の問題が年々増加しています。 

このような空家等の中には、適切な管理が行われていない結果として、安全性の低下や公衆衛生

の悪化、景観の阻害等、様々な問題を引き起こし、地域住民の生活環境にも深刻な影響を及ぼすこ

とにもなります。 

今後、空家等の数の増加により、それらがもたらす問題が、より一層深刻化することが懸念され

るところです。 

このような状況から、空家等に関する施策を総合的且つ計画的に推進するための「空家等対策の

推進に関する特別措置法」が平成27年5月に全面施行され、本町では「嵐山町空家等対策計画」を

平成29年4月に策定し、適切な管理が行われていない空家等に対して、既存法や条例に基づき、適

切な管理を促すとともに、それぞれの地域の活性化等の観点から、空家等を地域資源として有効活

用するなど、地域の実情に応じた空家等に関する施策を実施してきました。 

しかしながら、空家等がもたらす問題が多岐にわたる一方で、空家等の所有者又は管理者の特定

が困難な場合があること等、解決すべき課題が多いことを踏まえると、空家等がもたらす問題に総

合的に対応するための施策の更なる充実が必要と考えられます。 

以上のことから、5年間の計画期間の満了に伴い、これまでの取り組みを整理し、町を取り巻く

状況や社会情勢の変化を踏まえ、より一層空き家対策を総合的且つ計画的に推進するため、本計画

を改定するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「空き家」と「空家」の表記について 

 平成 27 年に施行された特別措置法では、「空家」と表記されています。このため、本

計画においては、法を踏まえた趣旨で用いる際は「空家」と表記しています。 

 また、社会通念上の概念として用いる場合や、住宅・土地等の統計調査結果を表す場合

には「空き家」を用いて表記しています。 
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空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年11月27日法律第127号） 

（目的）                          （一部抜粋） 

第一条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域

住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は

財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進

するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村（特別区を

含む。第十条第二項を除き、以下同じ。）による空家等対策計画の作成その他の空家

等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施

策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与するこ

とを目的とする。 

（市町村の責務） 

第四条 市町村は、第六条第一項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家

等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努める

ものとする。 

（空家等対策計画）  

第六条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するた

め、基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策計画」

という。）を定めることができる。  

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  

一  空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家

等に関する対策に関する基本的な方針  

二  計画期間  

三  空家等の調査に関する事項  

四  所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項  

五  空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活用の

促進に関する事項  

六  特定空家等に対する措置（第十四条第一項の規定による助言若しくは指導、同条第

二項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項若しくは第十項

の規定による代執行をいう。以下同じ。）その他の特定空家等への対処に関する事項  

七  住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項  

八  空家等に関する対策の実施体制に関する事項  

九  その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項  

３ 市町村は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公

表しなければならない。  

４ 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し、

情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。  
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（２）計画の位置付けと役割 

嵐山町空家等対策計画は、空家等対策の推進に関する特別措置法第６条に位置づけられる空家等

に関する対策についての計画(空家等対策計画)であり、本町の上位計画である総合振興計画や各種

計画との整合を図りつつ、現状や課題を踏まえ、今後の空家等に関する対策の方針や実施体制等を

定めるものです。 

なお、本計画は今後の空家等に関する対策を総合的に推進するための計画として位置づけられま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）計画期間 

本町の総合振興計画や都市計画マスタープランなどとの整合のもと、長期的な将来を展望しつ

つ、計画期間を令和５年度から令和９年度までの５年間とします。 

なお、本計画は、国の動向や各種施策の実施による効果や社会状況の変化等により、必要に応じ

て具体的な取り組みの評価や検証を行いながら、計画の見直しの検討を行うものとします。 
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第２章 現状と課題                             

（１）本町の空き家等の状況と課題  

本町は、埼玉県のほぼ中央に位置し、東京都心から約60km 圏内にあります。 

東西約 2.5km、南北約 12.0km と南北に長い地形であり、総面積は、29.92km2で、埼玉県の

面積約 3,800km2の約 1%となっています。 

 

 町は、昭和 40 年代以降、首都圏 

のベッドタウンとして、民間の開発 

団地の造成により、一時期は人口が 

急速に増加しました。 

その後、土地区画整理事業による 

都市基盤整備に取り組み、駅東土地 

区画整理事業による駅前整備も兼ね 

た宅地造成をはじめ、平沢土地区画 

整理事業及び、東原土地区画整理事 

業による宅地造成がされました。 

町の長い間の懸案でありました、 

町内を横断している関越自動車道に 

は、平成16年3月に「嵐山小川イ 

ンターチェンジ」が開通し、産業・ 

生活両面とも一層利便性が高まり、 

インターランプ内では、物流を目的 

とした拠点づくりをはじめとし、花 

見台工業団地の拡張工事の着手や川 

島地区産業団地計画の推進など、町 

の基盤づくりを進めています。 

公共交通の面では、最寄りの東武 

東上線武蔵嵐山駅から池袋駅まで約 

１時間で連絡されています。また、 

平成14年3月には東武東上線の複 

線化と橋上駅舎が実現し、嵐山町ス 

テーションプラザ「嵐なび」の開設 

をはじめ、子育てステーション「嵐 

丸ひろば」の開設、駅西口地区都市 

再生整備計画の推進等、駅及び駅周 

辺の利便性の向上が図られています。 
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・ＪＡ埼玉中央農協嵐山支店 

埼玉県立東松山特別支援学校嵐山分校 



○町の人口動向 

１ 人口の推移（国勢調査数値） 

嵐山町の人口は、令和４年4月1日現在、17,550人（住民基本台帳）となっています。 

日本では、人口が減少する社会になっており、町でも平成７(1995)年までは増加の勢いを維持

していましたが、その後伸びは鈍化し、平成12(2000)年の19,816人をピークに減少に転じてい

ます。 

総人口の増加動向を見てみると、昭和55(1980)年から平成７(1995)年までは22.5％増であっ

たものが、平成７(1995)年から平成22(2010)年にかけては4.2％減となっています。 

令和２年(20２０)年の数値を見ても、世帯数は増加しているものの、人口の減少は引き続き続い

ており、今後も減少が見込まれます。 

 

 

  

5 

16,080 
17,204 

18,265 
19,706 19,816 19,479 18,887 18,341 17,889 

4,024 4,384 4,957 
5,768 6,106 6,452 6,708 6,968 7,421 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

嵐山町の人口と世帯数

人口

世帯数

18,150 
17,510 

16,340 

14,620 
13,100 

12,260 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

嵐山町人口ビジョンによる目標人口

国勢調査報告書 各年 10 月 1 日 より 



令和２年の国勢調査による年齢 3 区分別人口構成比は、年少人口（0～14 歳）が 1,665 人、

生産年齢人口(15～64歳）が 10,346 人、老年人口（65歳以上）が 5,878 人となっており、

年少人口の減少と相まって老年人口比率は今後も上昇していくものと推測されます。 

人口の推移          単位：人 

   項 目 

年 

年少人口 

0～14 歳 

生産年齢人口 

15～64 歳 

老年人口 

65 歳以上 
総数 

平成 17 年 2,431 13,340 3,708 19,479 

平成 22 年 2,189 12,284 4,414 18,887 

平成 2７年 1,894 10,921 5,526 18,341 

令和２年 1,665 10,346 5,878 17,889 

                     国勢調査報告書 各年 10月 1 日 より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、産業別就業人口の割合は、第３次産業が約 63.4%を占め、第２次産業が 33.7%、第１

次産業は 2.9%と非常に少ない状況であり、１次及び２次産業の減少がうかがえます。 

産業別人口の割合               単位：人 

 第１次産業 第２次産業 第３次産業 合計 

平成２７年 ３.５％ 34.2％ 62.3％ 100％ 

令和 ２ 年 2.９％ 33.7％ 63.4％ 100％ 

国勢調査報告書 各年 10 月 1 日 より 

 

 

産業別人口の割合 

（令和２年） 

 

 

 

 

 

 

第１次産業

2.9%
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33.7%
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63.4%

産業別人口の割合

第１次産業

第２次産業

第３次産業

平成1 7年 平成2 2年 平成2 7年 令和2年

2,431 2,189 1,894 1,665 

13,340 
12,284 

10,921 10,346 

3,708 
4,414 

5,526 5,878 

人口の推移

老年人口 ６５歳以上

生産年齢人口１５～６４歳

年少人口 ０～１４歳
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○空家の状況 

都市部への人口集中や世帯構成の変化に加え、ますます高齢化や人口減少が進む中、国内の空家

は、数の上でも率の上でも増加を続けています。 

総務省が５年ごとに実施している「住宅・土地統計調査（平成5年以前は住宅統計調査）」で

は、平成30年の空家数は全国で849万戸、空家率は13.6％と過去最高を更新しました。また、昭

和48年の調査から45年間で、総住宅数は２倍強になったのに対して、空家数は５倍近くになり、

空家率も2.5倍程度になっています。（下表参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務省 住宅・土地統計調査 より 

 S48 S53 S58 S63 H5 H10 H15 H20 H25 H30 

住宅総数 3,106 3,545 3,861 4,201 4,588 5,025 5,389 5,759 6,063 6,241 

空家数 172 268 330 394 448 576 659 757 820 849 

空家率 5.5 7.6 8.6 9.4 9.8 11.5 12.2 13.1 13.5 13.6 

単位：住宅総数・空家数 万戸 空家率 ％ 

 

住宅総数及び空家数 

住宅・土地統計調査では、空家は「居住世帯のない住宅」に分類され、さらに「売却用の住

宅」、「賃貸用の住宅」、「二次的住宅（別荘等）」、「その他の住宅」の4つに分類されます。 

空家全体に占めるその他の住宅の割合は、平成10年の調査以降増加しており、平成30年調査で

は約349万戸、空家全体に占める割合は3分の1（約41.1％）を超えています。 

また、平成10年調査から平成30年調査の間に増加した空家総数約273万戸のうち、69％（約

240万戸）が一戸建てであり、その他空家でした。 

町の空家数は、5年ごとに実施される住宅・土地統計調査（総務省）によりますと、平成30年の

調査では849戸で空家率は約14％となっております。 

将来的には、社会情勢の変化などに伴って、空家数が更に増加することが予想されます。 
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総務省 住宅・土地統計調査 より 

 S63 H5 H10 H15 H20 H25 Ｈ30 

住宅総数（戸） 
公表対象外 5,710 8,730 7,820 7,7０0 

空家数（戸） 公表対象外 400 2,030 940 1,110 

空家率（％） － 7 23.3 12 14.4 

 

住宅・土地統計調査における調査の方法 

国勢調査の調査地区単位を基本単位に定め、その他区内の住宅を抽出し調査をし、当該市町村の

人口に合致するよう一定の比率を乗じたものです。また、平成15年より、調査対象は全市と人口

15,000人以上の町村となり、人口の少ない町では誤差が生じやすくなります。 

このように、本調査は抽出調査であり、調査結果の数値は推計値となります。 

 

空家の定義 

総務省統計局による「住宅・土地統計調査」における「空家」とは、「居住世帯のない住宅のう

ち、一時使用の住宅と建築中の住宅を除いたもの」と定義されています。 

また、空家等対策の推進に関する特別措置法における「空家」は、「建築物又はこれに附属する

工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その

他の土地に定着する物を含む。）をいい、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く

とされています。 

 

（２）空き家等の実態調査 

１ 実態調査 

空き家や空き地が増加している現状において、空き家や空き地に関する問い合わせや苦情の件

数が近年増加しています。 

空き家等の問い合わせや苦情の対応事務を円滑にかつ効率的に実施する必要から、町内にある 
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空き家の実態を把握するため、空き家の実態調査を実施しました。 

調査の方法及び内容については、以下の通りです。 

 なお、町が当初実施した実態調査については、特措法施行以前のため、ここでの「空家」の定義

は、土地マスタ・家屋マスタ・宛名マスタ・住民基本台帳マスタ・水道料金マスタのデータから 

空き家と考えられるものを抽出後整理し、現地確認した後に空家等と判断したものとしています。 

  そのため、本調査での「空家」については、住宅・土地統計調査の「空家」とは定義が異なるた

め、結果についても異なります。 

 

２ 実態調査方法 

ア 調査概要 

業務委託による調査 

①現地確認調査Ａ ＝ 町内全域を対象に、現地調査用図面・現地調査表及び空家候補データ 

を使い現地確認を行う。 

  ・写真撮影 

 ・賃貸、売却の広告の有無 

 ・ドアや窓の状況（ドアに板を打ち付けて封鎖、窓ガラスの破損を放置等） 

   ・土地の現況確認 

   ・洗濯物の状況 

②現地確認調査Ｂ ＝ 現地確認調査Ａにより空家と思われるものについて、現地確認を行 

い、その結果を踏まえて空家等と認められるかの判断を行う。 

・住宅形式の把握と老朽化や荒廃の程度の把握 

 

イ 調査対象 

町内全域の空家 

 

ウ 調査の方法 

町で管理する各種情報データから空き家候補を抽出後、調査員が現地踏査により候補物件 

を確認し、当該物件の外観等から総合的に空き家と判定する調査を行った。 

 

エ 調査事項 

○対象住宅の利用状況等及び維持・管理の状況について  

 

オ 調査の時期 

令和4年5月13日から令和5年2月10日まで 

 

カ 調査結果 

区  分 空家件数 累積空家件数 累積空家率 備  考 

Ｒ4調査 126 462 6.37 居住用住宅棟数 7,250 

Ｈ28調査 201 372 5.28 居住用住宅棟数 7,048 

Ｈ24調査 171 171 2.48 居住用住宅棟数 6,879 
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（３）空き家等所有者アンケート調査 

  前記の空き家実態調査の結果から、令和5年度に100件余りを抽出し、今後の活用に関する

意向を把握することを目的として、アンケート調査を行う予定にしています。 

  ここでは、前回、平成26年に行ったアンケート調査結果について記載し、令和5年度予定の

結果については、次回の空家対策計画の見直し時に掲載し、評価することとします。 

 

１ 調査の概要 

ア 調査対象 

空家等実態調査において、空家と推計された住宅の所有者の方に、所有する空家の設備や利

用状況、維持・管理状況、今後の活用の意向等を把握する目的で159件にアンケート調査票

を送付しています。 

 

イ 調査期間 

平成26年1月 ～ 2月の約1ケ月間 

 

ウ 調査項目 

（１） 回答者の属性 

    ①年齢   ②就業形態  ③世帯構成  ④自宅の住居形態 

    ⑤現在の住宅及び調査対象住宅以外の住宅所有状況  

（２） 対象住宅について 

・対象住宅の状況、利用方法、所有名義、敷地所有状況、建築時期 

・対象住宅が空家となった時期、空家となった理由 

  （３）対象住宅の維持・管理について 

・対象住宅の維持・管理方法、維持・管理頻度、維持・管理内容 

・対象住宅（空家となってから）の増改築や改修工事の実施状況、増改築や改修工事の内 

 容 

・対象住宅（空家となってから）の改善を実施した理由、改善に要した費用 

・対象住宅（空家となってから）の維持・管理状況、維持・管理で困っていること 

  （４）対象住宅の今後の活用について 

・対象住宅の今後の活用方法、今後の活用で困っている事 

・対象住宅の今後の活用のために必要と考えられること 

・対象住宅の空き家バンク制度登録への考え 

・自由意見 

 

○調査票の回収状況 

本調査は、159件配布し、98件から回答をいただきました。 

回収率は61.6％となります。 
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○アンケート調査の結果 

 

・回答者の年齢では、70歳以上の方が42.9％、60歳代の方が29.6％となっており、60歳代 

以上の方の回答が72.5％となっています。 

 なお、30歳未満及び30歳代の割合は、いずれも0％です。 

 

・回答者の世帯形態では、夫婦のみの世帯の方が30.6％、親と子供の世帯の方が27.6％となって 

います。 

 

３０歳未満 0%

３０歳代 0%

４０歳代

5.1%

５０歳代

12.2 %

６０歳代

29.6%

７０歳以上

42.9 %

無回答・無効

10.2 %

回答者年齢の割合

３０歳未満

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳以上

無回答・無効

単独世帯

12.2%

夫婦のみ

30.6%

親と子供

27.6%

親子、孫３世

代 15.3%

その他

2%

無回答、無効

12.3%

回答者の世帯形態

単独世帯

夫婦のみ世帯

親と子供の世帯

親子、孫の３世代の世帯

その他

無回答・無効
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・回答者の居住形態では、持家(戸建て住宅)が多く、73.5％となっています。 

・公営の賃貸住宅にお住まいの方は0％です。 

 

・住宅の状況は、空家となっている割合が多く、89.8％となっています。 

 

持家（戸建

て）73.5%

持家（分譲

マンショ

ン）9.2%

民営賃貸

2% 

公営賃貸

0%

その他

3.1%

無回答・無効

12.2%

回答者の住居形態

持家（戸建て住宅）

持家（分譲マンション）

民営の賃貸住宅

公営の賃貸住宅

その他

無回答・無効

空き家となっている

89.8%

常に住んで

いる 9.2%

無回答・無効

1% 

対象住宅の状況

空家となっている

常に住んでいる

無回答・無効
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・対象住宅の利用方法では、物置・倉庫の利用が30.6％で、全く利用していないが二番目に多く

18.4％、時々過ごすための家が16.3％、売却・譲渡予定の対象は、11.2％という数値でした。 

 

 

・対象住宅の建築時期では、昭和55年まで(旧耐震基準)の住宅が56.1％と半数以上の割合になっ

ています。  

・平成18年～平成23年、平成24年以降、及び、その他の回答者の割合は０％です。 

 

物置・倉庫

30.6%

時々過ごす

ための家

16.3%

その他

4.1%

一時的に

住んでい

ない 1% 

売却・譲渡

予定

11.2%

全く利用し

ていない

18.4%

貸家（現在

入居なし）

4.1%
無回答・無

効 14.3%

対象住宅の利用方法

物置・倉庫

時々過ごすための家

貸家（現在入居者無し）

一時的に住んでいない

売却・譲渡予定

全く利用していない

その他

無回答・無効

S35 以前

10.2%

S36～S45 

17.3%

S46～S55 

28.6%

S56～H2 

14.3%

H3～H7 

2% 

H8～H12 

2% 

H13～

H17 1%

H18～

H23 0%

H24 以降

0%

不明

10.2%

その他

0%

無回答・

無効

14.4%

対象住宅の建築時期

昭和35年以前

昭和36年～昭和45年

昭和46年～昭和55年

昭和56年～平成 2年

平成 3年～平成 7年

平成 8年～平成12年

平成13年～平成17年

平成18年～平成23年

平成24年以降

不明

その他

無回答・無効
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・対象住宅が空家になった時期では、平成18年から平成23年までの間が一番多く24.5％で、平 

成の年代に空家になった割合が多い結果でした。 

 

・対象住宅の維持・管理の方法では、定期的に見回り・点検しているが37.8％、不定期的に見回

り・点検しているが31.6％となっています。 

  また、ほとんど何もしていないが、12.2％となっています。 

S45以前

2% 
S46～S55 

8.2%

S56～H2 

5.1%

H3～H7 

10.2%

H8～H12 

14.3%

H13～H17 

14.3%

H18～H23 

24.5%

H24以

降

3.1%

不明

2% 

その他

2% 

無回答・無

効 14.3%

対象住宅が空家になった時期

昭和45年以前

昭和46年～昭和55年

昭和56年～平成 2年

平成 3年～平成 7年

平成 8年～平成12年

平成13年～平成17年

平成18年～平成23年

平成24年以降

不明

その他

無回答・無効

定期的に見

回り・点検

37.8%

不定期に見

回り・点検

31.6%
管理人・

専門業者

委託 2% 

ほとんど

何もして

いない

12.2%

その他

5.1%

無回答・無

効 11.3%

対象住宅の維持・管理の方法

定期的に見回り・点検している

不定期的に見回り・点検している

管理人や専門業者に委託している

ほとんど何もしていない

その他

無回答及び無効
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・対象住宅の維持・管理の頻度では、週に１回以上が9.2％、２～３週間に１回程度が11.2％、月 

に１回程度の方が12.2％、２～３ケ月に１回程度の方が13.3％、半年に１回程度の方が15.３％ 

１年に１回程度の方が9.2％となっています。 

・回答項目の中で、わからないと回答した方は０％です。 

 

・対象住宅の維持・管理の内容では、家屋内の清掃、庭の手入れ、草刈、剪定、空気の入れ替えが

主な管理の内容となっています。 

・複数の回答になっているため、数値の合計は 100％になりません。 

 

週１回以

上 9.2%

2～３週間に１

回程度 11.2%

月に１回程

度 12.2%

２～3ケ月に

１回程度

13.3%
半年に１回

程度 15.3%

１年に１回

程度 9.2%

ほとんどして

いない 10.2%

１度もし

たことが

ない

3.1%

わからない

0%

無回答・無

効 16.3%

対象住宅の維持・管理の頻度

週１回以上

２～３週間に１回程度

月に１回程度

２～３ケ月に１回程度

半年に１回程度

１年に１回程度

ほとんどしていない

１度もしたことがない

わからない

無回答及び無効

家屋内の清掃 29.6%

庭の手入れ、

草刈り、剪定

68.4%
空気の入替え

43.9%

破損個所の小

修繕 18.4%

何も行って

いない

12.2%

その他 1% 無回答・無効 12.2%

対象住宅の維持・管理の内容

家屋内の清掃

庭の手入れ、草刈、剪定

空気の入れ替え

破損箇所の小修繕

何も行っていない

その他

無回答及び無効

15 



 

・貸家として運用したいと考えている方の割合が少なく、予定なしの回答や、子や孫に任せると考 

えている方が比較的多いと思われます。 

 

・複数の回答になっているため、数値の合計は100％になりません。 

・さまざまな理由で困っている方の割合が多い中で、「特にない」の回答割合が一番多くなってい 

ます。 

  

新築、改築して住む 4.1%

他に売却したい 23.5%

時々住むために維持 9.2%

貸家として運用 2% 

空き家を改定し有効利用

4.1%

予定なし（現状維持）

27.6%

子や孫に任せる

9.2%

その他

3.1%

無回答・無効 17.2%

対象住宅の今後の活用方法

新築・改築して自分または家族

が住む

他に売却したい

セカンドハウスとして時々住む

ために維持する

貸家として運用したい

空き家を解体（更地・駐車場・

資材置き場）し、利用したい

予定なし（現状のまま）

子や孫に任せる（相続する）

その他

無回答及び無効

今後の予定ない 10.2%

解体費の支出

が困難

14.3%

固定資産税

等上がる

10.2%

売却相手が

見つからな

い 20.4%

貸出相手

が見つか

らない

7.1%

特にない

32.7%

その他

7.1%

無回答・無

効 22.4%

対象住宅の今後の活用で困っていること

今後の利用予定はないのでどうし

たらよいかわからない

解体したいが解体費の支出が困難

で解体できない

解体して更地になることで固定資

産税等が上がる

売却したいが売却相手が見つから

ない

貸出したいが貸出相手が見つから

ない

特にない

その他

無回答及び無効
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○自由意見 

 ・公的な機関での借り上げ制度があれば活用したいが、空家になって8年が経過しており、補修

が必要なため修繕費用の問題も考えると現状のままになってしまう。家賃収入は望んでいませ

ん。 

 ・お時間があれば、一度相談等受けたい。 

 ・町に委託料を支払い管理の制度等あるのでしょうか。 

 ・とても静かで夏涼しく冬温かい家なので、今は主人が病気で病院に近い所に住んでいますが、

いずれ時々住みたいと思っています。隣の桜の木がだいぶ傾いていて、我が家に覆いかぶさっ

ています。何とか切断して頂けないかと思っています。 

 ・親の持ち物なのでなかなか売却するに至らず、周囲の方にご迷惑がかからないよう最低限の手

入れをしていますが、維持管理も大変です。父が長寿でしたのでいずれは老人のいこいの場と

も思っていますが、災害時に避難できる場所として残しています。 

 ・エアコンの室外機と湯沸かし器が盗難にあい、行っても泊まることができずしばらく行ってい

ません。暖かくなったら行こうと思っています。 

 ・嵐山町の不動産会社に売却依頼中。 

 ・不動産屋に依頼中 

 ・畑に使用。 

 ・2013年から貸家としている。 

 ・現状のまま所有するつもりである。時々は私や弟が見回りに行っている。 

 ・あまり行けないので、好きで植えた木も全部切って、近所迷惑なので少しでも減らしたい。 

 ・行った時は、必ず菓子箱を持って声をかけて帰ります。 

 ・大工なので、自分で建てた家でなかなか壊せません。 

 ・お墓が東昌寺と学校のそばの二か所にあり、彼岸・お盆・法事など年6から10回位、家で集ま

ったりしています。庭の植木は時々シルバー人材センターにお願いして、後は私たちが行った

時に掃除していますので、完全なる空家ではありません。嵐山に行った時は親族が集まり家で

食事などをしていますので、今の時点では貸し出しや売却は考えておりません。 

 ・子持ちでない、夫婦だけの借り主を望んでいます。 

 ・業者等にはまだ相談していませんが、貸家ができるか検討したいと思っています。その為には

リフォームがどの程度必要か、いくらくらい費用がかかるかなど、色々検討したいと思ってい

ます。 

 ・購入時点で居住するつもりでしたが、当時通勤に約２時間を要しますので一時貸与し現在に至

っています。ご迷惑をおかけしています。 

 ・一度、工務店に依頼しましたが値段が高いので大変です。体調が悪い場合、整備は出来ませ

ん。 

 ・電気ガス水道代を払っています。学生のため日中は不在です。 

 ・早く売却したいので協力をお願いいたします。 

 ・平成24年頃から高齢のため、定期的な点検が困難になった。 

 ・宅地の清掃（草むしり）を頼みたい。 

 ・悪用されるのを防ぐため、できるだけ早く時々行きたいのですが、家は解体するしかないと思

います。 

 ・後ろの地主さんが木を伐り土が流れ込み床下に土が入ってしまいました。 
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 ・平成10年までは土日に行き畑を作り楽しく利用していました。平成10年末に年寄りが亡くな

り行かなくなりました。今も年寄りが介護を必要とししばらく行けませんが、畑を作りながら

行けることを楽しみにしています。 

 ・平成23年までは、固定資産税を払ってもらって使用してもらっていました。 

 ・家は雨漏りするとのことなので、使用する人が全て責任待って直して住むという方がいれば、

売却するまで固定資産税だけで使用してくだされば良いと思います。 

 ・近所の方々に迷惑をかけないよう最低限努力いたします。 

 

（４）空家等に関する現状・課題のまとめ 

住宅・土地統計調査における本町の空家率は、平成30年時点で14.4％と埼玉県内でも高水準

です。しかし、同調査は推計値のため、実際の空き家数と差異があるものと考えられます。 

平成24年度以降に町が調査した空き家等実態調査結果を下表に示します。 

 

区  分 空家件数 居住用住宅件数 空家率 

平成２４年度調査 171 6,879 2.5 

平成２８年度調査 372 7,048 5.3 

令和４年度調査 462 7,250 6.4 

 

上表のとおり、10年間で3.9％空き家率が増加しており、防災や防犯、衛生、環境・景観等の

視点から問題となる管理不全な空き家も着実に増加し、行政への苦情件数も同様に増加してお

り、いわゆる「空き家問題」が顕在化しています。 

課題として、以下に示す点が挙げられることから、空き家等の発生や管理不全化の予防・利活

用に重点を置いた対策を今後も計画的に進める必要があります。 

 

○建築物の老朽化 

本町では、昭和46年～平成７年にかけて世帯数が増加し、これらの世帯が居住する住宅は、

築後27年～51年経過していることになります。このため、近い将来に老朽建築物に該当した

り、また、核家族化の進展により、空家が急速に増加するなどが懸念されます。 

老朽建築物や空家数が増加することに併せて、保安上・衛生上等の管理不全状態の空家が増加

することが予想され、様々な問題（倒壊、飛散・破損・腐食、火災、犯罪、雑草・雑木、不法投

棄、害虫、景観支障等）が発生するリスクが高まります。また、既存の住宅以外の用途の建築物

においても、築年数の経過とともに老朽化に起因する管理不全によって問題が発生することも懸

念されます。 

 

○人口減少と少子高齢化の進行、高齢者独居世帯の増加 

本町は、平成12年をピークとして、人口の減少傾向に転換しています。 

  現在でも世帯数は増加していますが、その要因としては単身世帯用の集合住宅の建設が、市街

化区域の空きスペースにおいて行われていることも要因のひとつと考えられます。 

また、高齢化の進展により、65歳以上の高齢者率は平成27年国勢調査で30.0％、令和２

年では32.9％と、今後も増加することが予測され、同時に高齢者世帯の割合も年々高くなって

おり、さらに空き家の増加が予想されるところです。また、相続の発生に伴い相続人がいない、
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あるいは、相続されても所有者が遠方により、維持管理に対しての課題も増してきます。 

そのため、将来を見据えて空家の発生予防や効果的な活用等に取り組むことが重要になりま

す。なお、人口及び世帯の状況を下表に示します。 

 

区  分 
15歳未満 

人口割合 (%) 

15～64歳 

人口割合 (%) 

65歳以上 

人口割合 (%) 
世帯数 (世帯) 

平成27年調査 10.0 59.6 30.0 6,968 

令和 2 年調査 9.5 57.6 32.9 8,089 

                             （総務省統計局 国勢調査より） 

 

第３章 基本方針                           

（１）対象地区・対象建築物等の範囲 

【国指針１：対象地区、対象とする空家等の種類】  【国指針２：計画期間】 

空家問題の解決に向けて、対象とする地区、対象建築物等の範囲及び計画期間を示すととも

に、対策に関する基本方針、対象建築物等を把握するための方針を次のように定めます。 

 

○対象地区 

本町では、昭和40年代から開発により建築された戸建て住宅をはじめとして、共同住宅や賃

貸住宅など多様な住宅が立地しています。 

空家等は、市街化区域・市街化調整区域のどちらにも偏りなく町内に点在しており、年々増加

傾向にあると考えられます。 

今後も、少子・高齢化社会の進展等に伴って、空家等の発生が増加することが考えられ、空家

等の発生の予防に重点的に取り組んでいく必要があるため、計画の対象地区は町内全域としま

す。 

 

○対象建築物等の範囲 

・空家等※  

・特定空家等※ 

・対象外建築物等 

イ 国又は地方公共団体が所有し、又は管理する建築物等 

ロ 建築物及び工作物が設置されていない土地 

（空き地、資材置場、廃棄物置場等） 

 

 ※用語の定義 

○空家等 

建築物（住宅以外の用途を含む）又はこれに附属する工作物で居住その他の使用がなされてい

ないことが常態（基準となる期間は概ね1年間）であるもの及びその敷地（立木その他の土地

に定着する物を含む）。 

○特定空家等 

空家等のうち、以下のような管理不全状態にあると認められるもの 
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①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

④その他、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

 

○計画期間 

計画期間を令和５年度から令和９年度までの５年間 

 

（２）基本方針 

【国指針１：空家等に関する施策に関する基本的な方針】 

本町の現状では、空家等が昭和40年代に開発された住宅団地をはじめ、地区毎に点在して見

受けられます。 

将来的にも空家等の増加が予想され、今後、空家等に関する問題が顕在化することが想定され

ます。 

こうした本町の地域特性をふまえ、問題が顕在化する前から十分な対策を講じることを基本的

なスタンスとして『予防対策』に重点を置きつつ、著しく管理不全状態に陥った場合にも必要な

措置を迅速かつ的確に行うなど、法や条例、本計画を活用し、総合的で計画的な対応の推進に向

け、空家等対策の基本方針を次のように定めます。 

 

○対策１ 「予防対策」の取り組み 

空家等の実態を把握するとともに、建築物等が次の世代へ、円滑に継承されるように町民等に

周知、啓発し、新たに空家等が発生することの抑制と、建築物等の適正管理及び住環境の維持等

について町民等に周知、啓発し、建築物等が管理不全状態に陥ることの予防に努めます。 

 ・空家等の適正管理や有効利用を目的とした所有者・管理者への情報発信 

 ・固定資産税等、税制面での優遇措置等の検討 

 ・早期発見のルート確立 

・相談体制の構築 

 

○対策２ 「活用・流通対策」の取り組み 

空家等を適切に管理又は改修することの必要性を周知することに併せて、所有者及び管理者へ

の相談等や空き家バンクの活用により、活用や流通を支援、促進するとともに、空家等や除却後

の跡地を、まちづくりやコミュニティ活動を進めるうえでの地域の資源と捉え、地域等との連携

による活用や、除却後の跡地流通の支援、促進に努めます。 

 ・嵐山町空き家バンクの活用 

 ・専門家団体や企業との連携による各種相談窓口の案内 

・移住支援の取り組みとしての情報発信、相談窓口の案内 

 

○対策３ 「管理不全対策」の取り組み 

建築物等が管理不全状態に陥った場合、当該建築物等の管理状態の程度に応じて、管理不全状

態の更なる悪化を引き起こさないように効果的な対策を講じることを目的に、助言及び指導、勧

告、命令など、管理不全対策に強制力を持たせるための必要な措置を講じるとともに、特定空家
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等による危険等を緊急に回避する必要がある場合は、適切に緊急安全措置を講じます。 

 ・地域の資源（シルバー人材センター、ＮＰＯ、ボランティアグループ等）を活かした維持管理

方法の仕組みや、老朽空家を除却しやすくするための措置や仕組みを構築 

・嵐山町空家等対策の推進に関する条例による応急措置 

・嵐山町空家等対策庁内調整会議による関係部署と連携した取り組み 

 

（３）対象建築物等の把握の方針 

【国指針３：空家等の調査に関する事項】 

町内の自治会に加えて民生委員児童委員や関係機関（水道・消防等）、民間事業者（ガス・電気

事業者等）への照会・情報連携し、町内における対象建築物等の分布状況やそれらの建築物及び

敷地の管理状態等の把握に努めます。 

対象建築物等の実態調査は、戸建て住宅を基本に、共同住宅（全室が空室の場合を空家と判断）

や店舗、工場等も含めることとし、対象建築物等の実態調査の結果により、以下の３つの段階で

行うものとします。 

 

○第一段階 情報確認 

 ・空家等の相談、苦情の情報等の調査・整理 

・所有者等の調査（アンケートを含む） 

 ・区長、民生委員児童委員等関係者へのヒアリング 

 ・税務課・上下水道課などや消防署等の関係機関の情報との突合・整理 

 ・住民基本台帳情報との突合・整理 

  

  

 

○第二段階 現地確認 

・抽出された対象建築物等の外観調査の実施 

（管理状態の把握と評価・判定） 

・管理状態の把握と評価・判定の結果が「良いもの」⇒ 空き家バンク 

 

 

  

 

 

・管理状態の把握と評価・判定の結果が「非常に悪いもの」「悪いもの」 

 

 

 

 

 

第三段階へ 

 

活用・流通対策 経過観察 予防対策 

 

 

活用・流通対策 経過観察 予防対策 
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○第三段階 総合評価・判定が悪い対象建築物等の詳細調査 

 （詳細現地確認の結果、対象建築物等の総合評価・判定が悪いもの） 

 

 

 

 

 

              特定空家等の認定手続き 

 

 

 

               管理不全対策の推進 

 

 

外観調査（第二段階現地確認）における管理状態等の評価・判定の考え方 

 

〔調査方法〕 

一級建築士もしくは、それに準ずる有識者等が現地において目視で調査します。 

 

〔判定方法〕 

以下のチェック項目を調査し、総合評価は以下のルールで判定します。 

 

総合評価 判定ルール（いずれも現地での目視での判断） 

 

 

非常に 

悪い 

 

・危険、防犯、生活環境に関し、一項目でも「著しい問題」と判断され 

たもの 

・危険、防犯、生活環境に関し、複数項目で「軽度（一部）の問題」と 

判断されたもの 

 

 

悪い 

 

・危険、防犯、生活環境に関し、一項目でも「軽度（一部）の問題」と 

判断されたもの 

 

 

 

良い 

 

・危険、防犯、生活 

 環境に関し、「問 

題なし」と判断さ 

れたもの 

 

 

備 考 

 

 

・空家等の活用や流通の対策のための

参考情報として、状態が良好な物件

の評価を細分化することも考えられ

る。（普通・やや良い・非常に良い

など） 

所有者等の確認      立入り調査 

該当物件 非該当物件 

特定空家等 
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外観調査における調査表の様式（例） 

管 理 の 状 態 

 

危

険

性 

 

建物の傾斜 □傾きなし  □軽度の傾きがある  □著しい傾きがある 

屋根の状態 □問題なし  □一部損傷している  □全体的に損傷がある 

外壁の状態 
□問題なし  □一部下地の露出が  □著しい下地の露出や 

        ある         穴開きがある 

周辺への影響 □影響なし  □多少影響がある   □著しい影響がある 

その他  

 

 

防

犯

性 

 

開口部・外壁 

 

 

□問題なし  □一部亀裂や穴開き  □大きな亀裂や穴開き 

        がある        がある 

 

塀・柵等 

 

□無  □有   □問題   □一部損傷  □全体的に損傷 

          なし    等あり    等あり 

 

 

 

生

活

環

境 

 

雑草・庭木 

 

 

□無  □有   □手入れ  □手入れ   □手入れなしで 

          あり    なし     敷地外に突出 

 

 

樹 木 

 

 

□無  □有   □手入れ  □手入れ   □手入れなしで 

          あり    なし     敷地外に突出 

 

 

 

景

観 

 

建築物の外観 

 

 

□影響なし  □一部汚損等がある  □著しい汚損等がある 

 

足場・資材等 

 

 

□影響なし  □一部汚損等がある  □著しい汚損等がある 

 

 

総合評価 

 

□非常に良い  □まあまあ良い   □普通  □悪い  □非常に悪い 

 

 

 

備 考  
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○詳細調査（第三段階）における管理状態等の評価・判定の考え方 

外観調査（第三段階）において、管理状態等の総合評価として「非常に悪い」ものの評価、判

定がなされた対象建築物等について、改めて所有者等を確認するとともに立入調査を実施し、特

定空家等認定の判定に必要な管理状態等の評価、判定に関する詳細な調査を行います。 

 

【所有者等の確認】 

①登記情報・建築確認申請情報等から得た情報の確認 

②所有者死亡で相続未登記の場合は、戸籍情報による相続人の確認（相関図） 

③固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報の内部利用 

④当該空家等の関係者や近隣住民などへの聞き取り等による情報収集 

⑤調査結果に基づく該当者への通知、所有者等の確定 

 

 

【立入調査】 

①管理不全状態にある空家等の敷地内に立ち入り、必要な調査を実施 

（管理状態に問題のない空家等に対しては、立入調査は行わない） 

②所有者等や関係者に対する質問、必要な報告を求める 

 

※詳細調査における管理状態等の具体的な評価・判定については、埼玉県空き家対策連絡会議が 

策定した『特定空家等判定方法マニュアル 初版：平成27年12月（令和2年3月修正）』 

に準ずるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  国土交通省データから出典 
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第４章 推進する対策                          

（１）「予防対策」の取り組み 

【国指針４：所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項】 

○基本的な考え方 

空家等の実態を把握するとともに、建築物等が次の世代へ、円滑に継承されるように町民に周

知、啓発し、新たに空家等が発生することを抑制します。 

建築物等の適正管理及び地区計画等について町民等に周知、啓発し、建築物等が管理不全状態

に陥ることを予防します。 

 

○具体的な対策 

①空家等の発生抑制に向けた周知を徹底します 

空家等の所有者等及び地域に対して、空家等の発生が起因となる問題や、周辺環境への悪影

響、所有者等の負担等を広報やホームページ等を利用し周知することで、新たな空家等の発生

を予防、抑制します。 

将来における空家化を予防するために、高齢者やその家族に対して、現在の住まいを次の世

代へ、円滑に引き継ぐことの重要性や意義も周知します。 

 

②空家等の適正管理に対する意識を高めます 

空家等の管理不全状態が進行することによって、課題解決が困難にならないよう、所有者等

に対して税務課の固定資産税納税通知書等を活用し適切な管理の必要性の周知と責任意識の醸

成を図ることで、管理不全状態に陥ることを予防します。 

 

③総合的な窓口・相談体制を整備します 

空家等に関する相談や適正管理をはじめ、活用や流通、管理不全対策などの空家等対策を総

合的に進める体制整備を検討します。 

 

（２）「活用・流通対策」の取り組み 

【国指針５：空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進に関する事項】 

○基本的な考え方 

空家等のうち市場に流通していない「その他の住宅※」が増加傾向にあります。これを踏まえ、

空家等を適切に管理又は改修することの必要性を周知することに併せて、所有者等へ嵐山町空き

家バンクの情報を提供することで、活用や流通を支援・促進します。 

空家等や除却後の跡地を、まちづくりやコミュニティ活動を進めるうえでの地域資源と捉え、

地域との連携による活用や流通を支援・促進します。 

 

※「その他の住宅」とは、住宅・土地統計調査で二次的住宅(別荘やセカンドハウス等)、賃貸用 

住宅・売却用住宅以外の住宅で、居住世帯が長期不在の住宅や、建替え等のため取り壊すこと 

になっている住宅のこと。 
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○具体的な対策 

①所有者の利活用意向の掘り起こしに取り組みます 

町民に対して、空家等の利活用の啓発を行うことによって、新たな空家等の発生を抑制する

とともに、空家等の所有者や管理者を対象に、より積極的な意識啓発、各種情報の提供など、

利活用意向の掘り起しに向けた対策に取り組みます。 

  

②所有者に対する情報・相談体制を整備します 

空家等の所有者や管理者の相談に対応するため、建築、不動産、法律、金融等の幅広い分野

の専門家との連携のもと、空き家バンク等の活用や流通に関する相談会の開催など相談体制を

整備します。 

国や県と連携して、中古住宅市場の活性化や移住・住みかえ支援機構のマイホーム借上げ制

度などの活用等を推進します。 

 

③まちづくりの一環として空家等の利活用支援を行います 

空家等を地域のために利活用したい意向を持つ所有者等と連携のもと、移住支援の情報発信

や移住相談を推進します。 

地域（自治会）やＮＰＯ団体等が主体となって、所有者等と連携のもと空家等を子育て支援

や高齢者福祉、住民交流の場等として利活用する場合など、空家等の改修等について行政が支

援する仕組みを検討します。 

国等が実施している空家等関連施策と連携しながら、空家等情報や地域の魅力の情報発信、

空家等活用の需要喚起に取り組みます。 

 

④地域による跡地活用の支援を行います 

空家等の除却後の跡地が長期にわたって空地として放置され、地域の住環境に悪影響を及ぼ

さないよう、地域の自主的活動の中で広場や公園等共同利用又は管理する場合、国等が実施す

る空家等関連の施策の活用等を含めて、空家等の除却や地域による管理について行政が支援す

る仕組みを検討します。 

  

⑤空店舗や空工場の活用を促進します 

町の商工会等との連携のもと、空店舗については新たな店舗や地域交流の場づくりを検討し

ます。また、空工場については企業誘致等との連携による取り組みを検討します。 

 

（３）「管理不全対策」の取り組み 

【国指針６：特定空家等に対する措置】 

○基本的な考え方 

次頁以降に示す判断基準及び状態の例に基づいて、特定空家等の認定を行います。特定空家等

に認定された建築物等については、その管理状態の程度に応じて、管理不全状態の更なる悪化を

招かないように効果的な対策を講じます。 

法に基づく措置をはじめ、嵐山町空家等対策の推進に関する条例との役割分担のもと、助言及

び指導、勧告、命令など管理不全対策に強制力を持たせるための必要な措置を講じます。 

特定空家等による危険等を緊急に回避する必要がある場合は、適切に緊急安全措置を講じます。 
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○具体的な対策 

①所有者等の責務を明確化します 

空家等を適正に管理することをはじめ、長期にわたる空家状態の解消に努めるなど、空家等

の所有者及び管理者の責務を明らかにします。 

 

②効果的な実施体制を確立します 

空家等に対する町民の相談窓口を一本化し、情報の一元管理を行うとともに、管理不全状態

の程度に応じて段階的に効果的な対策を実施する体制を整えます。 

関係機関等と連携を図りながら、地域の実情を踏まえた効果的な措置を講じることができる

体制を整えます。 

 

③管理不全状態にある特定空家等に対する行政による措置方法等を明確化します 

特定空家等に対しては、空家等対策の推進に関する特別措置法及び嵐山町空家等対策の推進

に関する条例に基づく、助言及び指導、勧告、命令、行政代執行等の措置、具体的な手続を規

定します。 

特定空家等の状態及び周辺の状況から、緊急に危険等を回避する必要がある場合、条例に基

づき必要最小限度の緊急安全措置を講じることができるようにします。 

特定空家等の所有者等への勧告により、特定空家等に係る敷地について固定資産税等の住宅

用地特例が除外されることとなるため、関係課等との連携のもとで、空家等対策協議会の意見

を聞きながら特定空家等の認定を行います。 

  

27 



○特定空家等の判断基準及び状態の例 

特定空家等については、保安上危険、衛生上有害、周辺の生活環境への影響等の状態について、 

以下の判定基準及び状態の例をもとに、個々に該当状況を判断することを基本とします。 

その際のチェック方法については、埼玉県空き家対策連絡会議が策定した『特定空家等判定方法

マニュアル 初版：平成 27 年 12 月（令和 2 年 3 月修正）』に準ずるものとします。 

 

 

 

 

１ 「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」であるか否 

かの判断に際して参考となる基準 

１ 建築物が著しく保安上危険となるおそれがある 

（１）建築物が倒壊等するおそれがある。 

項 目 判 定 基 準 

建築物の著しい傾斜 

 

 

・建築物の崩壊、落階、上階とのずれが目視で確認できるる。 

・基礎の不同沈下または、建築物の傾斜が目視で確認できる。 

・木造建築物について、1/20超の傾斜が確認できる。２階以上の

階が傾斜している場合も同様である。 

・鉄骨造建築物について、1/30超の傾斜（傾斜を生じた階の上の

階数が１階以下の場合）が確認できる。 

・鉄骨造建築物について、1/50超の傾斜（傾斜を生じた階の上の

階数が２階以上の場合）が確認できる。 

 

建築物の構造耐力上

主要な部分の損傷等 

 

・基礎及び土台 

・基礎の大きな亀裂や多数のひび割れ、破損または変形が目視で確

認できる。 

・土台の腐朽、破損、変形または蟻害が目視で確認できる。 

・基礎と土台のずれが目視で確認できる。 

・直接地面に接する土台または堀立柱等の腐朽、破損または蟻害が

目視で確認できる。 

・基礎と土台の緊結金物の腐食、脱落が目視で確認できる。 

 

建築物の構造耐力上 

主要な部分の損傷等 

 

・柱、はり、筋か

い、柱と梁の接合

等 

 

・柱、梁、筋かいに大きな亀裂や多数のひび割れ、腐朽、破損、変

形、蟻害が目視で確認できる。 

・柱と梁のずれまたは、脱落が目視で確認できる。 

・柱と梁の接合部の腐食、脱落が目視で確認できる。 

 

 

  

28 



１ 建築物が著しく保安上危険となるおそれがある 

（２）屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれがある。 

項 目 判 定 基 準 

屋根ふき材、ひさし

又は軒 

 

・屋根の落ち込みや浮き上がりなどの変形、破損などが目視で確認

できる。 

・屋根ふき材（瓦やトタンなど）が剥落又は飛散のおそれがある。 

・軒の裏板、たる木等の腐朽や破損が目視で確認できる。 

・雨樋がたれ下がっている又は雨樋の著しい変形や留め具の痛みに

より脱落や飛散のおそれがある。 

・ひさしの腐朽、破損や剥落が目視で確認できる。 

・軒が垂れ下がっている。 

・その他著しく保安上危険となるおそれがある。 

（                    ） 

外 壁 ・壁体を貫通する穴が生じている。 

・外壁の仕上げ材料が剥落、腐朽、破損している。又は腐朽、破損

等により剥落・飛散などのおそれがある。 

・外壁の剥落、腐朽、破損により下地が露出している。 

・外壁のモルタルやタイル等の外装材に浮き上がりが目視で確認で

きる。 

・外壁に大きなひび等があり、外壁の脱落等の危険性が目視で確認

できる。 

・窓や戸袋などが傷みや損傷等により落下のおそれがある。 

・その他著しく保安上危険となるおそれがある。 

（                    ） 

看板、給湯設備、屋 

上水槽等 

・看板の仕上げ材料が剥落している。 

・看板、給湯設備、屋上水槽等が破損や転倒、脱落している。 

・看板、給湯設備、屋上水槽等の支持部分が腐食や破損しているこ

とが目視で確認できる。 

・その他アンテナ、煙突、空調設備、配管など屋根や外壁等にある

建物の付属物が転倒、破損などにより落下や飛散のおそれがあ

る。 

・その他著しく保安上危険となるおそれがある。 

（                    ） 

屋外階段又はバルコ 

ニー 

・屋外階段、バルコニーが腐食、破損又は脱落している。 

・屋外階段、バルコニーの傾斜が目視で確認できる。 

・屋外階段、バルコニーに歩行上支障があるひび割れ、錆、腐食等

がある。 

・屋外階段、バルコニーの手すりや格子にぐらつき、傾きがある。 

・屋外階段、バルコニーのブラケットのはずれ、取付けビスのゆる

みやはずれがある。 
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項 目 判 定 基 準 

門又は塀 ・門又は塀にひび割れ、破損が生じている。 

・門又は塀の傾斜が目視で確認できる。 

・門扉、門柱及び支柱に錆、変形、ぐらつき等がある。 

・塀にぐらつき等がある。 

・コンクリート、ブロック等の塀に著しい亀裂等の劣化、損傷等が

ある。 

・塀と控え柱・壁の接続部に著しい亀裂等がある。又は離れてい

る。 

・塀の金属フェンス等に変形、破損、さび、腐食、ゆるみ等があ

る。 

・基礎部が陥没する等、塀基礎部と周辺地盤との間に相対的な著し

い沈下又は隆起がある。 

・塀の基礎部に著しい亀裂等がある。 

 

 

 

 

 

２ 擁壁が老朽化し危険となるおそれがある。 

項 目 判 定 基 準 

擁 壁 ・擁壁表面に水がしみ出し、流出している。 

・水抜き穴の詰まりが生じている。 

・ひび割れが発生している。 

・「宅地擁壁老朽化判定マニュアル（案）」（国土交通省都市局都

市安全課）に基づき擁壁の種類に応じて、それぞれの基礎点（環

境条件・障害状況）と変状点の組み合わせ（合計点）により、擁

壁の劣化の背景となる環境条件を十分に把握した上で、老朽化に

対する危険度を総合的に評価する。 

 

※危険度評価区分が大とされる擁壁の他、危険度評価区分が小さ

いものについても項目毎に著しく保安上危険となるおそれのある

状態でないか確認する。 
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２ 「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態」であるか否かの 

判断に際して参考となる基準 

（１）建築物又は設備等の破損等が原因で、そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれが

ある。 

項 目 判 定 基 準 

建築物又は設備等の破

損等が原因で、そのま

ま放置すれば著しく衛

生上有害となるおそれ

がある。 

・耐火建築物の梁や階段・駐車場などに吹付け石綿等が使用され

ており飛散し暴露するおそれがある。 

・住宅の屋根材・壁材・間仕切り材・床材・天井材などにアスベ

スト含有成型板が使用されており、老朽化などにより破損して

いるため飛散するおそれがある。 

・浄化槽等の放置、破損等による汚物の流出、臭気の発生があ

る。 

・放置された物品などが雨水・排水等により流出し、臭気の発生

がある 

ごみ等の放置・不法投

棄が原因で、そのまま

放置すれば著しく衛生

上有害となるおそれが

ある。 

 

・ごみ等の放置、不法投棄による臭気の発生がある。 

・ごみ等の放置・不法投棄により、多数のねずみ、はえ、蚊等の

発生及びアライグマ、ハクビシン等の住み着きにより、地域住

民の日常生活に支障を及ぼしている。 

 

 

３ 「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」である 

か否かの判断に際して参考となる基準 

（１）適切な管理が行われていない結果、既存の景観に関するルールに著しく適合しない状態 

となっている。 

項 目 判 定 基 準 

適切な管理が行われて

いない結果、既存の景

観に関するルールに著

しく適合しない状態と

なっている。 

・景観法に基づき景観計画を策定している場合において、当該景

観計画に定める建築物又は工作物の形態意匠等の制限に著しく

適合しない状態となっている。 

・景観法に基づき都市計画に景観地区を定めている場合におい

て、当該都市計画に定める建築物又は工作物の形態意匠等の制

限に著しく適合しない、または条例で定める工作物の形態意匠

等の制限に著しく適合しない状態となっている。 

・地域で定められた景観保全に係るルールに著しく適合しない状

態となっている。 
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（２）その他、周囲の景観と著しく不調和な状態となっている。 

項 目 判 定 基 準 

その他、周囲の景観と 

著しく不調和な状態と 

なっている。 

・屋根や外壁等が汚物や落書き等で外見上大きく傷んだり汚れた

まま放置されている。 

・多数のガラスが割れたまま放置されている。 

・看板等が原型をとどめず、本来の用をなさない程度まで破損、

汚損したまま放置されている。 

・立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂している。 

・敷地内にごみ等が散乱、山積したまま放置されている。 

 

 

４ 「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」で 

あるか否かの判断に際して参考となる基準 

 

項 目 判 定 基 準 

立木が原因で、周辺の 

の生活環境の保全を図 

るために放置すること 

が不適切な状態である 

。 

・立木の枝等が近隣の家屋の敷地に越境している。 

・立木の枝等が近隣の道路等にはみ出し、歩行者や車両の通行を

妨げている。 

・立木が枯損等により隣地や道路に倒伏するおそれがある。 

・立木の折れた枝等が道路や近隣等に飛散し、生活環境が悪化し

ている。 

空家等に住みついた動 

物等が原因で、周辺の 

生活環境の保全を図る 

ために放置することが 

不適切な状態である。 

・動物等の鳴き声等の騒音が頻繁にある。 

・動物のふん尿や汚物等による臭害がある。 

・敷地外への動物等の毛や羽毛などの飛散がある。 

・大量の害獣や害虫等が発生している。 

・住みついた動物等が隣家（隣地）周辺に侵入している。 

・害虫、シロアリが大量に発生し、近隣の家屋に飛来し、地域住

民の日常生活に支障を及ぼしている。 

 

建築物等の不適切な管 

理等が原因で、不特定 

多数の者が容易に侵入 

できるなど、周辺の生 

活環境防犯上の保全を 

図るために放置するこ 

とが不適切な状態であ 

る。 

 

・門扉の開放や窓ガラスの破損が見られるなど、不特定者が容易

に侵入できる状態で放置されている。 

・雪止めの不適切な管理により、屋根からの落雪による通行支障

のおそれがある。 

・周辺の道路や家屋の敷地等に土砂等が大量に流出している。 
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             特定空家等と判定した調査項目リスト              

下記に特定空家等と判定した調査項目を記入する。 

調 査 項 目 判定リスト 

 

 

 

 

 

別 

紙 

１ 

 

 

 

 

1(1) 

建築物の著しい傾斜     

基礎及び土台     

柱、はり、筋かい、柱とはりの接合等     

 

 

1(2) 

屋根ふき材、ひさし又は軒     

外壁     

看板、給湯設備、屋上水槽等     

屋上階段又はバルコニー     

門又は塀     

2 擁壁が老朽化し危険となるおそれ     

 

別 

紙 

２ 

(1) 建築物又は設備等の破損等が原因で、そのまま放置

すれば著しく衛生上有害となるおそれ 

    

 (2) ごみ等の放置・不法投棄が原因で、そのまま放置す

れば著しく衛生上有害となるおそれ 

    

別 

紙 

３ 

(1) 既存の景観に関するルールに著しく適合しない状態     

(2) 周囲の景観と著しく不調和な状態     

 

 

 

別 

紙 

４ 

 

(1) 
立木が原因で、周辺の生活環境の保全を図るために

放置することが不適切な状態 

    

 

(2) 
空家等に住みついた動物等が原因で、周辺の生活環

境の保全を図るために放置することが不適切な状態 

    

 

 (3) 
建築物等の不適切な管理等が原因で、周辺の生活環 

境の保全を図るために放置することが不適切な状態 
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                総合判定                    

〔別紙１〕「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」であるか否か 

     の判断に際して参考となる基準 

 

    ○ の場合、特定空家等 

    × の場合、空家等 

 

 

〔別紙２〕「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態」であるか否かの判断 

     に際して参考となる基準 

 

    ○ の場合、特定空家等 

    × の場合、空家等 

 

 

〔別紙３〕「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」であるか否 

     かの判断に際して参考となる基準 

 

    ○ の場合、特定空家等 

    × の場合、空家等 

 

 

〔別紙４〕「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」である 

     か否かの判断に際して参考となる基準 

 

    ○ の場合、特定空家等 

    × の場合、空家等 

 

 

総合判定結果について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合判定 判定 

保安上危険となるおそれのある状態であ

るか判断 

 

総合判定 判定 

衛生上有害となるおそれのある状態であ

るか判断 

 

総合判定 判定 

景観を損なっている状態であるか判断 
 

総合判定 判定 

放置することが不適切である状態である

か判断 

 

総合判定の結果 総合判定の結果に至った事由 

特定空家等  

 

 

 

空  家  等 
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過失なく措置を命ぜら

れるべき者を確知する

ことができない場合 

７ 行政代執行【第 14 条第 9 項関係】 

⑴実体的要件の明確化 

⑵文書による戒告 

⑶代執行令書による通知 

⑷執行責任者証の携帯及び提示 

⑸代執行の対象となる特定空家等の中の動産の取扱い 

⑹費用の徴収 

法における「特定空家等に対する措置」の手順フロー 

４ 勧告【第 14 条第 2 項関係】 

⑴勧告の実施 

⑵関係部局（税務、その他）への情報提供 

⑶勧告に従い措置が実施された場合の対応 

⑷勧告に従わなかった場合の対応 

⑸所有者等が変わった場合の対応 

６ 命令 【第 14 条第 3 項関係】 

⑴命令の実施 

⑵標識の設置その他国土交通省令・総務省令で定める方法に

よる公示 

⑶命令に従い措置が実施された場合の対応 

⑷過料の手続 

３ 助言又は指導【第 14 条第 1 項関係】 

⑴助言又は指導の実施 

⑵助言又は指導の実施後の対応 

事案の発生（町民相談、実態調査等） 

 

８ 略式代執行【第 14 条第 10 項関係】 

⑴略式代執行を行うことができる要件の確認 

⑵事前の公告 

⑶略式代執行の対象となる特定空家等の中の

動産の取扱い 

⑷費用の徴収 

５ 意見書等の提出の機会【第 14 条第 4 項～第 8 項関係】

⑴措置を命じようとする者への事前の通知 

⑵公開による所有者等からの意見の聴取 

所有者等を確知

することができ

ない 

確知できた所有者等に措置を

講ずる権原がない 

２ 所有者等の事情の把握 

⑴所有者等の事情の把握 

⑵所有者等の事情に応じた解決策の検討 

１ 現地及び所有者等の調査【第 9 条～第 10 条関係】 

■現地調査              ■所有者等の調査 

⑴現地調査による空家等の状態の把握  ⑴所有者等の特定 

⑵立入調査の実施            

⑶対応方策の検討 

 

※現地調査と所有者等の調査の順序は事案

に応じて判断する（同時並行も可） 
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固定資産税の特例（住宅用地

特例制度）の対象から除外 

過
失
な
く
所
有
者
等
を
確
知
で
き
な
い
場
合 

空家等に対する措置の具体的な手続 

対象建築物等の調査等（情報確認、外観調査、詳細調査） 

所有者等への情報提供・意向確認等 

過料の対象 

立入調査拒み⇒20 万円以下 緊急安全措置 

緊急に危険等を回避す

る必要がある場合 

特定空家等の認定 

協議会 

妥当性の審議 

所有者等を確知 

できない場合 

所有者に対する助言・指導（法第 14 条第 1 項） 
所有者不明土地・

建物の管理人又は

相続財産管理人等

の選任の手続き等 

継続 

審査 

協議会 

妥当性の審議 

当該特定空家の状態

が改善されない場合 

正当な事由がなく当該勧

告の措置をとらない場合 

所有者等に対する勧告（法第 14 条第 2 項） 

所有者等に対する命令・公表 

（法第 14 条第 3 項～8、11、12 項） 

・所有者等への事前通知 

・公開による意見の聴取 

・命令の実施 

・標識の設置及び公示 

過料の対象 

命令違反 ⇒ 50 万円以下 

・措置を履行しないとき 

・当該特定空家の状態が改

善されない場合 

協議会 

妥当性の審議 

協議会 

妥当性の審議 

行政代執行（行政代執行法） 

（法第 14 条第 9 項） 

・文書による戒告 

・代執行令書による通知 

・代執行に要した一切の費用徴収 

略式代執行 

（法第 14 条第 10 項） 

・事前の公告 

・代執行に要した一切の費用徴収 
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「過失なく所有者等を確知できない場合」として想定するケース 

 

未登記の空家等（所有者不明）の場合の確知に対する取り扱い 

・所有者等確認のため、法の規定に基づき、固定資産税情報のうち所有者等に関する

情報の開示請求を実施します。 

・開示された情報をもとに、所有者等を確認します。 

・固定資産税情報で所有者等を確定できない場合は、「過失なく所有者等を確知でき

ない」と判断します。 

 

所有者不存在の場合の確知に対する取り扱い 

・法定相続人が相続放棄した旨を主張するなど、相続放棄による所有者不存在が想定

される場合は、固定資産税情報のうち所有者等に関する情報の開示請求を行い、法

定相続人全員の相続放棄の事実を確認します。 

・固定資産税情報で相続放棄の事実が確認できない場合は、家庭裁判所に相続放棄の

事実を照会します。 

・法定相続人全員の相続放棄が確認された場合は、所有者が存在しないと判断しま

す。確認できない場合は、「過失なく所有者等を確知できない」と判断します。 

 

相続人の存在が明らかでない場合の確知に対する取り扱い 

・相続人の存在が明らかでないときは、家庭裁判所に民法の規定に基づき相続財産の

管理人の選任を請求します。（町が利害関係人でない場合は、検察官に当該請求を

依頼します。） 

・請求を受けた家庭裁判所により選任された相続財産の管理人が、相続人の捜索の公

告等の手続きを行います。 

・この手続きを行ってもなお相続人の存在が明らかでないときは、「過失なく所有者

等を確知できない」と判断します。 

 

所有者不在の場合の確知に対する取り扱い 

・所有者が確認できた場合であっても、所有者確認のため該当者に送付した配達証明

郵便が返送された場合は、「過失なく所有者等を確知できない」と判断します。 
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第５章 対策の実施体制                                                

（１）町民等からの相談への対応体制 

【国指針７：住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項】 

○基本的な考え方 

空家等になる要因は、所有者等の状況によって多様であり、所有者や管理者という個人だけで

は解決できない課題を多く抱えています。 

このため、空家等を所有者や管理者だけの問題として捉えるのではなく、地域のまちづくり上

の課題として捉え、町民、建築や不動産に関わる関係団体、行政の連携のもとで総合的な対策に

取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

町民 (地域等) 

・空家等が発生・放置されないよ

うな地域社会を目指して、良好

なまちづくりを推進 

・自らの居住・管理する住まいにつ

いて空家化予防の努力 

 

関係団体 

(建築士会・宅地建物取引

業協会・司法書士会・商工

会など) 

・管理物件等の適正な管理 

・空家等の解消に向けた事

業や取り組みの推進 

・所有者や地域の取り組み

を積極的に支援 

空家物件の所有者等 

・空家等の適正管理 

・空家化の解消努力 

・管理不全状態の解 

消等 

行政 

・町民の窓口一本化 

・空家等に関する施

策を総合的に策

定・実施 

・所有者、町民（地

域、等）、関係団

体が実施する取り

組みを支援 

・管理不全状態の解

消支援等 

情報把握・共有 

空家等対策 

(相談、管理、活用等)促進 

・管理不全対策  相

談・提案、情報提供、流

通 

 

 各種相談サービス 

◇法律相談 

◇司法書士相談 

◇行政書士相談 

◇税理士相談 

◇不動産相談など 

 
情報把握、見守り、働きかけ 

 啓発、助言・指導、支援 

 

 相談・調整 

関係者の協働による町民等からの相談への対応のイメージ 
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（２）対策を推進する相談窓口と連携体制 

【国指針８：空家等に関する対策の実施体制に関する事項】 

○基本的な考え方 

今後、空家等の増加に伴って、町民からの苦情や問い合わせ、相談等の増加が予想されます。 

住民等からの相談への対応については、効率的な行政運営や町民福祉の向上の視点から、相談

窓口の一本化を図るとともに、関係課間での情報の共有や一元管理を進め、総合的かつ計画的な

対策の検討、実践に取り組みます。 

 

○対策の推進に向けた庁内関係課の役割分担 

所管課等 分 担 内 容 

 

 

環境課 

・空家等の雑草類の繁茂及び衛生上有害となるおそれのある 

状態の解消に向けた取り組み 

・空家等の所有者に対する取り組み 

・嵐山町空家等対策計画の策定 

・嵐山町空家等の対策の推進に関する条例の所管 

・嵐山町空家等対策協議会の運営 

・空家等のデータベースの整備 

・町民等からの総合相談窓口の対応 

 

総務課 

地域支援課 

税務課 

町民課 

上下水道課 

教育委員会事務局 

・空家等の情報をまちづくりの各施策に活かすための総合的 

な取り組み 

・空家等の防災及び防犯に関する取り組み 

・自主防犯組織との連携による見回りや情報の提供 

・地元警察との連携 

・空家等の所有者の把握に関して、住民異動情報の提供 

・空家等の所有者の把握に関して、固定資産税の課税情報や 

水道利用状況等の情報提供 

・特定空家等への固定資産税の特別措置に関する取り組み 

地域支援課 

福祉課 

健康いきいき課 

長寿生きがい課 

農政課 

・社会福祉協議会及び民生委員児童委員との連携 

・空家等の活用の支援に関する取り組み 

・高齢者世帯等について、地域包括支援センター等との連携 

・自治会等と連携し、空家等の把握や予防の取り組みに対する   

 情報の収集や提供 

 

 

まちづくり整備課 

企業支援課 

・道路・公園等公共施設に関連した空家等に対する取り組み 

・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態の解消に 

向けた取り組み 

・建築士会や宅地建物取引業協会等との連携・空家等（店舗、 

工場）の活用や不動産流通の促進に関する取り組み 

・商工会との連携 
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（３）特定空家等に対する措置などを審議する体制 

【国指針６：特定空家等に対する措置】 

○基本的な考え方 

特定空家等の認定にあたっては、所有者等の権利を制限する側面もあることから、必要に応じ

て学識者を任命した協議会を開催し、公正な審議、判断を行います。 

 

○具体的な体制イメージ 

①組織名称 

特定空家等に対する措置などを審議する組織として、嵐山町空家等対策協議会を開催しま

す。 

 

②審議事項 

・特定空家等の認定 

・特定空家等に対する措置 

・その他、特定空家等に対する措置に関して必要な事項 

 

③委員構成 

特定空家等の認定にあたっては、建築や不動産をはじめとした多岐の分野に関わるため、必

要に応じて各分野の専門家が参画した委員構成を基本とします。 

 

委員構成 

・各分野の専門家（法務、不動産、建築、福祉、文化関係者等） 

・学識者等 
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（４）その他空家等に関する対策の実施に向けた取り組み等 

【国指針９：その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項】 

○基本的な考え方 

空家等対策計画については、空家等がもたらす諸問題と、その対応について、広く住民の意識

を反映しながら策定することが重要であるため、定期的にその内容の見直しを行い、適宜、必要

な変更を行うように努めるものとします。 

  なお、本計画の初版策定にあたっては、法第７条に基づき、平成28年７月に嵐山町空家等対

策協議会を組織し、嵐山町としての空家対策の構築を行ってきました。 

 

○具体的な取り組み 

対策の効果を持続させるための計画内容の改定 

計画期間や「住宅・土地統計調査」のデータの公表時期等との整合を図るとともに、必要に応

じてその都度実施する町内実態調査の結果をふまえて、計画期間（５年間）を迎える毎に、それ

までの取り組みに対する評価や検証を行い、次のステップとしての計画期間や具体的な対策につ

いて必要に応じてその内容を検討し、計画内容の改定を行うものとします。 

計画内容の改定にあたっては、嵐山町空家等対策協議会や空家等対策庁内調整会議での調整を

経て、各種の評価や検証、具体的な見直し案の立案を行うことを基本とします。 

 

 

 

３  
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参考資料 

    ・空家等対策の推進に関する特別措置法 

    ・空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則 

    ・嵐山町空家等対策協議会条例 

    ・嵐山町空家等対策庁内調整会議設置要綱 

    ・嵐山町空家等対策の推進に関する条例 

    ・嵐山町空家等対策の推進に関する条例施行規則 

    ・嵐山町空き家バンク設置要綱 
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○空家等対策の推進に関する特別措置法 

（平成二十六年十一月二十七日） 

（法律第百二十七号） 

第百八十七回臨時国会 

第二次安倍内閣 

空家等対策の推進に関する特別措置法をここに公布する。 

空家等対策の推進に関する特別措置法 

（目的） 

第一条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に

深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生

活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、国による

基本指針の策定、市町村（特別区を含む。第十条第二項を除き、以下同じ。）による空家等対策計画の

作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する

施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とす

る。 

（定義） 

第二条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用

がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）をい

う。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれの

ある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著

しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である

状態にあると認められる空家等をいう。 

（空家等の所有者等の責務） 

第三条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさ

ないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。 

（市町村の責務） 

第四条 市町村は、第六条第一項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対

策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとする。 

（基本指針） 



第五条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本

的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

二 次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項 

三 その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、

関係行政機関の長に協議するものとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表

しなければならない。 

（空家等対策計画） 

第六条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本指針に即

して、空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策計画」という。）を定めることができる。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関する対策

に関する基本的な方針 

二 計画期間 

三 空家等の調査に関する事項 

四 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

五 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活用の促進に関する事

項 

六 特定空家等に対する措置（第十四条第一項の規定による助言若しくは指導、同条第二項の規定に

よる勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項若しくは第十項の規定による代執行をいう。

以下同じ。）その他の特定空家等への対処に関する事項 

七 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

八 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

九 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３ 市町村は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければな

らない。 

４ 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し、情報の提供、技



術的な助言その他必要な援助を求めることができる。 

（協議会） 

第七条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会（以下こ

の条において「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市町村の議会の議員、

法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要と認める者をもって構

成する。 

３ 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

（都道府県による援助） 

第八条 都道府県知事は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に関しこの法律に基

づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供及び技術的な助言、市町村相互間

の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなければならない。 

（立入調査等） 

第九条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するた

めの調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことができる。 

２ 市町村長は、第十四条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度において、当該職員又はその

委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に立ち入ら

せようとするときは、その五日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。

ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。 

４ 第二項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携

帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

５ 第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第十条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏

名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のために必要な限度において、

その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもののうち特別区

の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用する目的で都が保有する情

報であって、特別区の区域内にある空家等の所有者等に関するものについて、当該特別区の区長から



提供を求められたときは、この法律の施行のために必要な限度において、速やかに当該情報の提供を

行うものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、関係する地方公

共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることがで

きる。 

（空家等に関するデータベースの整備等） 

第十一条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するため

に所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理されているもの

に限る。）を除く。以下第十三条までにおいて同じ。）に関するデータベースの整備その他空家等に関

する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第十二条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提

供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（空家等及び空家等の跡地の活用等） 

第十三条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又

は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。）に関する情報の提供その他これらの活用のため

に必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 

（特定空家等に対する措置） 

第十四条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐

採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危

険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等について

は、建築物の除却を除く。次項において同じ。）をとるよう助言又は指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善

されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修

繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することが

できる。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらな

かった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その

勧告に係る措置をとることを命ずることができる。 

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする



者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知

書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出す

る機会を与えなければならない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内に、市町村長に対し、意見書の

提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第三項の措置を命じよう

とする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第三項の規定によって命じようと

する措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の三日前までに、前項に規定する者に通知すると

ともに、これを公告しなければならない。 

８ 第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出する

ことができる。 

９ 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその

措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込み

がないときは、行政代執行法（昭和二十三年法律第四十三号）の定めるところに従い、自ら義務者のな

すべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。 

１０ 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜら

れるべき者を確知することができないとき（過失がなくて第一項の助言若しくは指導又は第二項の勧

告が行われるべき者を確知することができないため第三項に定める手続により命令を行うことができ

ないときを含む。）は、市町村長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者

若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置

を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市町村長又はその命じた者若しくは委

任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。 

１１ 市町村長は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令・総

務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 

１２ 前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。この場合にお

いては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。 

１３ 第三項の規定による命令については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第三章（第十二条及

び第十四条を除く。）の規定は、適用しない。 

１４ 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図るために必要



な指針を定めることができる。 

１５ 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交通省令・総務省

令で定める。 

（財政上の措置及び税制上の措置等） 

第十五条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の適切かつ円

滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡

充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関

する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。 

（過料） 

第十六条 第十四条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。 

２ 第九条第二項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十万円以下の過料に処す

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。た

だし、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第十六条の規定は、公布の日から起算して六月を

超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

（平成二七年政令第五〇号で、本文に係る部分は、平成二七年二月二六日から、ただし書に係

る部分は、平成二七年五月二六日から施行） 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があ

ると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるも

のとする。 

  



○空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則 

（平成二十七年四月二十二日） 

（／総務省／国土交通省／令第一号） 

空家等対策の推進に関する特別措置法（平成二十六年法律第百二十七号）第十四条第十一項の規定に

基づき、空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則を次のように定める。 

空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則 

空家等対策の推進に関する特別措置法第十四条第十一項の国土交通省令・総務省令で定める方法は、

市町村（特別区を含む。）の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法とする。 

附 則 

この省令は、空家等対策の推進に関する特別措置法附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日（平

成二十七年五月二十六日）から施行する。 

  



○嵐山町空家等対策協議会条例 

平成 28年３月 15日 

条例第４号 

最近改正 平成 30年３月 20日条例第４号 

（設置） 

第１条 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26年法律第 127号。以下「法」という。）第７条の

規定に基づき、嵐山町空家等対策協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。 

(1) 法第６条第１項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。 

(2) その他協議会において必要と認められること。 

（組織） 

第３条 協議会は、町長及び委員 10人以内で組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。 

(1) 地域住民 

(2) 町議会の議員 

(3) 法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者 

(4) その他町長が必要と認める者 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任は妨げない。 

４ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第４条 協議会に、会長及び副会長を各１人置き、会長は町長をもって充て、副会長は委員のうちから会

長が指名する。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 協議会は、必要に応じて、関係機関等の説明若しくは意見又は助言を求めることができる。 

（庶務） 

第６条 協議会の庶務は、環境課において処理する。 



（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成 28年４月１日から施行する。 

附 則（平成 30年条例第４号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 30年４月１日から施行する。 

  



○嵐山町空家等対策庁内調整会議設置要綱 

平成 28年４月 12日 

告示第 174号 

最近改正 令和４年５月２日告示第 234号 

（設置） 

第１条 空家等がもたらす問題の解決に向け、防災、衛生、景観等多岐にわたる政策課題に横断的に応え

るため、具体的な施策の協議検討及び庁内での情報共有並びに解消策の円滑かつ適切な遂行を目的に、

嵐山町空家等対策庁内調整会議（以下「庁内調整会議」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 庁内調整会議は、次に掲げる事項について審議し、町長に報告するものとする。 

(1) 既存の空家等の対策に関すること。 

(2) 今後発生が予想される空家等の対策に関すること。 

(3) その他空家等の対策に関すること。 

（組織） 

第３条 庁内調整会議は、副町長及び次に掲げる課の課長並びに所属職員をもって組織し、町長が任命す

る。 

(1) 総務課 

(2) 地域支援課 

(3) 税務課 

(4) 町民課 

(5) 福祉課 

(6) 健康いきいき課 

(7) 長寿生きがい課 

(8) 環境課 

(9) 農政課 

(10) 企業支援課 

(11) まちづくり整備課 

(12) 上下水道課 

(13) 教育委員会事務局 

２ 座長は、副町長をもって充てる。 



（運営） 

第４条 庁内調整会議は、必要に応じ座長が招集する。 

２ 座長は、会議の議長となる。 

３ 座長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、当該会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴

き又は必要な資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第５条 庁内調整会議の庶務は、環境課において処理する。 

（委任） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、庁内調整会議の運営に関し必要な事項は、座長が会議に諮って定

める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 28年告示第 235号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 29年告示第 43号） 

この要綱は、平成 29年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年告示第 234号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

  



○嵐山町空家等対策の推進に関する条例 

平成 29年３月 29日 

条例第２号 

（目的） 

第１条 この条例は、本町における空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、空家等に関

する対策について町、町民、空家等の所有者等の責務、その他必要な事項を定めることにより、空家等

の適切な管理の推進及び特定空家等に対する措置の促進を図り、もって町民の生活環境の保全と公共

の福祉の増進及び地域の健全な発展に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26年法律第 127

号。以下「法」という。）において使用する用語の例による。 

（町の責務） 

第３条 町は、法第６条第１項に規定する空家等対策計画に基づき、空家等に関する必要な対策を総合的

かつ計画的に実施するものとする。 

（町民、空家等の所有者等の責務） 

第４条 町民、空家等の所有者等は、町が実施する空家等対策に協力するよう努めるものとする。 

２ 空家等の所有者等は、当該空家等を適切に管理し、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう努めな

ければならない。 

（空家等の立入調査等） 

第５条 町長は、法第９条第１項の規定により、空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するため

の調査その他空家等に関し法及びこの条例の施行のために必要な調査を行うことができる。 

２ 町長は、法第９条第２項の規定により、法第 14条第１項から第３項までの規定の施行に必要な限度

において、町長が指定する職員（以下「指定職員」という。）又はその委任した者に、空家等と認めら

れる場所に立ち入って調査をさせることができる。 

３ 町長は、前項の規定により指定職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に立ち入らせよ

うとするときは、法第９条第３項の規定により、その５日前までに、当該空家等の所有者等にその旨

を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限

りでない。 

４ 第２項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、法第９条第４項の規定によ

り、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 



５ 第２項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

（特定空家等の認定） 

第６条 町長は、空家等が適切に管理されていない状態にあると認められるときは、当該空家等を特定空

家等に認定することができる。 

２ 町長は、前項の認定を行おうとする場合にあっては、あらかじめ嵐山町空家等対策協議会条例（平成

28年条例第４号）に基づく嵐山町空家等対策協議会（以下「協議会」という。）の意見を聴かなければ

ならない。 

（特定空家等に対する措置の助言又は指導に係る手続） 

第７条 町長は、法第 14条第１項の規定により、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、

除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そのまま放置すれ

ば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態に

ない特定空家等については、建築物の除却を除く。次条第１項において同じ。）をとるよう助言又は指

導をすることができる。 

２ 町長は、前項の規定による助言又は指導をしようとする場合にあっては、必要に応じて協議会の意見

を聴くことができる。 

（特定空家等に対する措置の勧告） 

第８条 町長は、前条の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善

されないと認めるときは、法第 14条第２項の規定により、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当

の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措

置をとることを勧告することができる。 

２ 町長は、前項の規定による勧告をしようとする場合にあっては、必要に応じて協議会の意見を聴くこ

とができる。 

（特定空家等に対する措置の命令） 

第９条 町長は、前条第１項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を

とらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、法第 14条第３項の規定により、その者

に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。 

２ 町長は、前項の規定による措置を命ずる場合にあっては、必要に応じて協議会の意見を聴くことがで

きる。 

（特定空家等に対する措置の行政代執行） 

第１０条 町長は、前条の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその



措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同条の期限までに完了する見込み

がないときは、法第 14条第９項の規定により、行政代執行法（昭和 23年法律第 43号）の定めるとこ

ろに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。 

２ 前条の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられる

べき者を確知することができないとき（過失がなくて第７条の助言若しくは指導又は第８条の勧告が

行われるべき者を確知することができないため前条に定める手続により命令を行うことができないと

きを含む。）は、町長は、法第 14条第 10項の規定により、その者の負担において、その措置を自ら行

い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期

限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、町長又はその命

じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。 

３ 町長は、前２項の規定による措置を行おうとする場合にあっては、あらかじめ協議会の意見を聴かな

ければならない。 

（緊急安全措置） 

第１１条 町長は、適切な管理が行われていない空家等に倒壊、崩壊、崩落その他著しい危険が切迫し、

これにより道路、公園その他の公共の場所において、人の生命若しくは身体に対する危害又は財産に

対する甚大な損害（以下この条において「危害等」という。）を及ぼし、又はそのおそれがあると認め

るときは、その危害等を予防し、又はその拡大を防ぐため、必要な最小限度の措置を自ら行い、又はそ

の命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。 

２ 町長は、前項の措置をとったときは、当該措置に係る空家等の所在地及び当該措置の内容を当該空家

等の所有者等に通知するものとする。 

３ 町長は、第１項の措置をとったことにより生じた費用については、当該措置等の内容を明らかにして

当該空家等の所有者等に請求するものとする。 

４ 第２項の規定にかかわらず、町長は、第１項の措置をとった場合において、当該措置に係る空家等の

所有者等又はその連絡先を確知できないときは、当該措置に係る空家等の所在地及び当該措置の内容

を公示するものとする。 

５ 第１項の規定により空家等と認められる場所に立ち入り、危害等を予防し、又はその拡大を防ぐた

め、必要な最小限度の措置をとろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があ

ったときは、これを提示しなければならない。 

（委任） 

第１２条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。 



附 則 

この条例は、平成 29年４月１日から施行する。 

  



○嵐山町空家等対策の推進に関する条例施行規則 

平成 29年３月 29日 

規則第 23号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、嵐山町空家等対策の推進に関する条例（平成 29年条例第２号。以下「条例」とい

う。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（空家等の立入調査に係る通知） 

第２条 条例第５条第３項の規定による通知は、空家等立入調査通知書（様式第１号）により行うものと

する。 

（空家等の調査に関する立入調査員の身分証明書） 

第３条 条例第５条第４項の身分を示す証明書の様式は、空家等立入調査員身分証明書（様式第２号）の

とおりとする。 

（特定空家等に対する措置の助言） 

第４条 条例第７条第１項の規定による助言は、原則として口頭により行うものとする。 

（特定空家等に対する措置の指導） 

第５条 条例第７条第１項の規定による指導は、特定空家等の適切な管理に関する指導書（様式第３号）

により行うものとする。 

（特定空家等に対する措置の勧告） 

第６条 条例第８条第１項の規定による勧告は、特定空家等の適切な管理に関する勧告書（様式第４号）

により行うものとする。 

（特定空家等に対する措置の命令） 

第７条 条例第９条第１項の規定による命令は、特定空家等の適切な管理に関する命令書（様式第５号）

により行うものとする。この場合において、あらかじめ特定空家等の適切な管理に関する命令に係る

事前通知書（様式第６号）により通知するとともに、特定空家等の適切な管理に関する命令に係る標

識（様式第７号）を設置するものとする。 

（特定空家等に対する措置の行政代執行） 

第８条 条例第 10条第１項の規定による処分に係る行政代執行法（昭和 23年法律第 43号）第３条第１

項の規定による戒告は、戒告書（様式第８号）により行うものとする。 

２ 行政代執行法第３条第２項の規定による通知は、代執行令書（様式第９号）により行うものとする。 

３ 行政代執行法第４条の証票の様式は、執行責任者証（様式第 10号）のとおりとする。 



４ 行政代執行法第５条の規定による納付の命令は、代執行費用納付命令書（様式第 11号）により行う

ものとする。 

（特定空家等に対する措置の略式代執行） 

第９条 前条第３項の規定は、条例第 10条第２項に規定する処分について準用する。 

（緊急安全措置に係る協議等） 

第１０条 条例第 11条第１項の規定による緊急安全措置を行う場合、適切な管理が行われていない空家

等の状況把握をするとともに、嵐山町空家等対策庁内調整会議設置要綱（平成 28年告示第 174号）に

規定する嵐山町空家等対策庁内調整会議において、必要な緊急安全措置を協議するものとする。 

２ 前項の緊急安全措置は、次に掲げるものとする。 

(1) 建物に付属している瓦等の屋根材、樋、アンテナ等の飛散防止 

(2) 開放されている窓その他開口部の閉鎖 

(3) 開放されている門扉、シャッター等の閉鎖 

(4) 外壁又は柵、塀その他敷地を囲む工作物の著しく破損した部分の養生（簡易なもの） 

(5) 樹木の枝の切除、草刈り 

(6) 前各号に掲げるもののほか、これらと同程度の措置で町長が必要と認めるもの 

（緊急安全措置に係る通知） 

第１１条 条例第 11 条第２項の規定による通知は、緊急安全措置実施通知書（様式第 12 号）により行

うものとする。 

２ 条例第 11条第３項の規定による費用の請求は、緊急安全措置に伴う費用納付請求書（様式第 13号）

により行うものとする。 

（緊急安全措置等の実施に係る身分証明書） 

第１２条 条例第 11条第５項の身分を示す証明書の様式は、緊急安全措置等実施者身分証明書（様式第

14号）のとおりとする。 

（委任） 

第１３条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成 29年４月１日から施行する。 

  



○嵐山町空き家バンク設置要綱 

平成 28年 12月 21日 

告示第 293号 

最近改正 平成 29年２月 15日告示第 29号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、嵐山町における空き家の有効活用を通して、嵐山町民と他市町村住民との交流機会

の拡大及び子育て世代や農業就農希望者等の定住を促進することによる地域の活性化を図るため、空

き家情報登録制度（以下「空き家バンク」という。）について必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 「空き家」とは、個人が居住を目的として建築（建築する予定のものを含む。）し、現に居住して

いない（近く居住しなくなる予定のものを含む。）町内に存在する建物及びその敷地又は建物の跡地

若しくは造成地をいう。ただし、賃貸、分譲等を目的とする建物又は土地を除く。 

(2) 「所有者等」とは、空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の売買、賃貸等を行うこ

とができる者をいう。 

(3) 「空き家バンク」とは、空き家の売買、賃貸等を希望するその所有者等から申込みを受けた情報

を、町内へ定住等を目的として、空き家の利用を希望する者（以下「利用希望者」という。）に対し、

提供する制度をいう。 

（適用上の注意） 

第３条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。 

（空き家の登録申込み等） 

第４条 空き家バンクへ空き家の登録をしようとする所有者等は、空き家バンク登録申込書（様式第１

号）に空き家バンク登録カード（様式第２号。以下「登録カード」という。）及び同意書（様式第３号）

を添えて町長に提出するものとする。 

２ 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認し、適切であると認めた

ときは、空き家バンクに空き家の情報として登録するものとする。 

３ 町長は、前項の規定による登録をしたときは、空き家バンク登録完了通知書（様式第４号。以下「登

録完了通知書」という。）を当該所有者等に通知するものとする。 

４ 町長は、第２項の規定による登録をしていない空き家で、空き家バンクに登録することが適当と認め

るものは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができる。 



（登録事項の変更の届出） 

第５条 前条第３項の規定による登録完了通知書の通知を受けた所有者等（以下「物件登録者」という。）

は、当該登録事項に変更があったときは、空き家バンク登録変更届出書（様式第５号）に登録事項の変

更内容を記載した登録カードを添えて、町長に届け出なければならない。 

２ 町長は、前項の規定による登録変更届出書の届出があったときは、その内容等を確認し、空き家バン

クの登録事項を更新するものとする。 

（登録の取消し） 

第６条 町長は、次に掲げる事項に該当するときは、当該空き家バンクの登録を取り消すとともに、空き

家バンク登録取消通知書（様式第６号）を当該物件登録者に通知するものとする。ただし、本条第２号

に該当することにより登録を取り消されたものについては、改めて登録申込みを行うことにより、再

登録することができるものとする。 

(1) 空き家バンク登録取消届出書（様式第７号）の届出があったとき。 

(2) 登録から２年を経過したとき。 

(3) 当該空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき。 

(4) その他空き家バンクに登録されていることが不適当と町長が認めたとき。 

（情報提供及び利用登録） 

第７条 町長は、必要に応じて、物件登録者の登録された必要な情報を利用希望者に提供するものとす

る。 

２ 利用希望者は、前項の規定の情報提供を受けようとするときは、空き家バンク利用希望申込書（様式

第８号）により町長に申し込むものとする。 

３ 町長は、前項の規定による利用希望の申込みがあったときは、その内容等を確認し、適切であると認

めたときは空き家バンクに登録し、空き家バンク利用希望登録完了通知書（様式第９号）により当該

利用希望者に通知するものとする。 

（利用希望登録に係る登録事項の変更の届出） 

第８条 前条第３項の規定による登録の通知を受けた利用希望者は、当該登録事項に変更があったとき

は、空き家バンク利用希望変更届出書（様式第 10号）を町長に届け出なければならない。 

２ 町長は、前項の規定による空き家バンク利用希望変更届出書の届出があったときは、その内容等を確

認し、登録事項を更新するものとする。 

（利用希望者の登録の取消し） 

第９条 町長は、利用希望者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンクの登録を取り消すと



ともに、空き家バンク利用希望登録取消通知書（様式第 11号）を当該利用希望者に通知するものとす

る。ただし、本条第３号に該当することにより登録を取り消されたものについては、改めて登録申込

みを行うことにより、再登録することができるものとする。 

(1) 申込内容に虚偽があったとき。 

(2) 空き家バンク利用希望登録取消届出書（様式第 12号）の届出があったとき。 

(3) 利用希望の登録から２年を経過したとき。 

(4) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めら

れたとき。 

(5) その他町長が適当でないと認めたとき。 

（空き家バンク利用の申請要件） 

第１０条 空き家バンクの情報を受け、空き家を利用しようとする利用希望者は、その利用において、次

のいずれかの要件を満たしていなければならない。 

(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、地

域の活性化に寄与できる者 

(2) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、嵐山町の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、

地域住民と協調して生活できる者 

(3) その他町長が適当と認めた者 

（宅地建物取引業協会との協定） 

第１１条 町長は、空き家バンクを円滑に運営するため、公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会埼玉西

部支部（以下「宅地建物取引業協会」という。）と嵐山町空き家バンク媒介に関する協定書（別紙。以

下「協定書」という。）を結ぶものとする。 

(1) 媒介の業務及び、仲介業者の推薦 

(2) 空き家バンクへ登録の申込みがあった空き家の仲介業務に必要な調査 

(3) 空き家の売買又は賃貸借の契約交渉の仲介 

(4) 媒介に係る結果等の報告 

（交渉の申込み及び通知） 

第１２条 利用希望者が希望する登録物件のある場合、空き家バンク物件交渉申込書（様式第 13号）及

び誓約書（様式第 14 号）に希望物件の番号（第４条の規定により登録された登録番号をいう。）その

他必要な事項を記入し町長に申込むものとする。 

２ 町長は、前項の規定により申込みのあった場合で、第 10条に規定する要件を満たす者と認めたとき



は、協定書により定めた嵐山町空き家バンクの媒介に係る協力（中断・終了）依頼書（様式第 15 号）

により宅地建物取引業協会へ媒介の依頼をするものとする。 

町長は、この媒介の依頼をした場合、物件登録者及び利用希望者それぞれへ空き家バンク登録物件

の媒介依頼実施のお知らせ（様式第 16号）により通知するものとする。 

３ 宅地建物取引業協会は、前項の依頼書により仲介を行う者を選任し、物件登録者と媒介の契約を書面

で締結した時は、嵐山町空き家バンク仲介業者決定通知書（様式第 17号）と、物件登録者と交した媒

介契約書面の写しを添えて町長へ報告を行うものとする。 

４ 第２項の通知を受けた宅地建物取引業協会は、遅滞なく利用希望者と交渉を行い、その結果について

嵐山町空き家バンク媒介に関する協定書第６条第２項による嵐山町空き家バンク媒介に係る結果報告

書（様式第 18号）により、町長へ報告するものとする。 

（物件登録者と利用希望者の交渉等） 

第１３条 町長は、物件登録者と利用希望者との空き家等に関する交渉及び売買、賃貸借等の契約につい

ては、直接これに関与しないものとする。ただし、物件登録者及び利用希望者は、町が媒介に関し協定

を締結している宅地建物取引業協会に対し、契約交渉の媒介を依頼することができる。 

（維持管理） 

第１４条 空き家バンクに登録されても、売買又は賃貸借等の契約が成約するまでの維持管理及び、それ

に係る費用は空き家バンクに登録申込みされた所有者等の負担において行うものである。 

（暴力団等の排除） 

第１５条 嵐山町暴力団排除条例（平成 24年条例第４号）に規定する目的及び基本理念に基づき、暴力

団員及び暴力団関係者は、空き家バンクを利用することができない。 

（その他） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成 28年 12月 23日から施行する。 

附 則（平成 29年告示第 29号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

 


